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令和６年度 

地理的表示（ＧＩ）の保護制度の監視業務に関するレポート 

 

０．本レポートで使用する主な用語の説明 

 

・ＧＩ法：特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（平成 26 年法律第 84 号） 

・ＧＩ産品：ＧＩ法に基づくＧＩ保護制度により登録された産品 

・ＧＩマーク：ＧＩ法に基づく登録標章  

・登録生産者団体：ＧＩ法に基づき、産品の登録(内容は明細書に記載)を受けた生産者団体   

・生産行程管理業務：ＧＩ法に基づき、登録生産者団体が、その構成員の行う産品の生産を 

明細書に適合して行うよう、必要な指導・検査等を実施すること 

  

１．趣旨 

ＧＩ保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・

環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する農林水産物等

の名称を知的財産として保護する制度であり、令和７年３月末現在、日本

全国で 161 のＧＩ産品が登録されている。 

本レポートは、ＧＩ産品のブランド価値の維持・向上のため、ＧＩの不

正使用事案の摘発、取締り、調査等による早期の除去及び抹消並びに取締

りの事実の公表等による発生抑止を期すことが重要であることに鑑み、令

和６年度の取締り結果、調査結果等を公表するものである。 

 

２．国内のＧＩ監視・不正表示への対応 

（１）国内の監視・監督業務 

国の国内での監視・監督の内容を大別すると、不正表示監視業務と登録

生産者団体に対する品質管理業務とに別れる。 

不正表示監視業務については、広く国民の皆様からＧＩ又はＧＩマーク

の不正使用が疑われる状況を含む様々な情報を受け付けるために、「地理

的表示等の不正表示通報窓口」を設置し、そこに寄せられた情報に基づき、
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国が立入検査を行っている。この際、食品表示法等、他法令に係る情報が

含まれている場合は、関係部局とも連携しながら対応している。 

（参考：地理的表示等の不正表示通報窓口） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/contact.html 

 

また、登録生産者団体に対する品質管理業務については、登録生産者団

体及びその構成員が行う生産行程管理業務について、適切に機能・実施し

ているか国が立入検査を行っている。 

 

（２）不正表示監視業務の実施状況 

令和６年度における不正表示監視業務は、「地理的不正表示等の不正表

示通報窓口」等を通じて寄せられた 29 件の疑義情報と前年度から継続し

た 22 件の合計 51 件について対応した。 

個別具体には、次項の表の 14 件について立入検査時にＧＩ法違反を確

認した。 

これらのうち、ＧＩ法第５条に基づく措置命令（処分）の実績はなかっ

たが、同法に違反した事業者が登録生産者団体の構成員であって、かつ、

当該団体の生産行程管理業務に原因があったものについては、当該団体に

改善の指導を行った。また、これに該当しないものについては、ＧＩ法に

違反した事業者との間で、「不正表示を理解し、今後は行わない」とする

確認書を交すとともに、不正表示に係る改善（当該不正表示の除去・抹消）

の指導を行った。これらの結果、14 件全てで改善を確認した。 

その他の 27 件については、ＧＩ法違反は確認されず、10 件については

令和７年度に継続対応となった。 

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/contact.html
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表：ＧＩ法違反が確認された事案 

登録 

番号 

 

産品名 

 

事案 

ＧＩ法違反根拠 

第３条 

第２項 

第４条 

第２項 

３ 神戸ビーフ 他産地の牛肉を「神戸牛」と表示

し販売 

〇 － 

ＧＩ産品でない兵庫県産和牛を「神

戸牛」と表示し販売 

〇 － 

ＧＩマークと類似する標章をＧＩ

産品に使用 

－ 〇 

25 特産松阪牛 ＧＩ産品でない松阪牛を「特産松阪

牛」と表示し販売 

〇 － 

55 宮崎牛 他産地の牛肉に「宮崎牛」及びＧＩ

マークを表示し販売 

〇 〇 

66 岩手木炭 

／岩手切炭 

ＥＣサイト又は店頭で、ＧＩ産品

「岩手木炭」でない木炭に、「岩手

木炭」又は「岩手切炭」等と表示し

販売 

（４件） 

〇 － 

ＥＣサイトで、ＧＩ産品「岩手木炭」

でない木炭に、「岩手木炭」及び「岩

手切炭」並びにＧＩマークを表示し

販売 

〇 〇 

67 くまもとあか

牛 

ＥＣサイトで、「くまもとあか牛」

でない牛肉の名称にＧＩマークを

使用 

－ 〇 

85 伊吹そば ＧＩ産品ではない玄そばのみを原

材料に用いた加工品（半生そば）に、

「伊吹そば」の類似等表示を表示し

販売 

〇 － 

119 あけぼの大豆 ＥＣサイトで、他産地の大豆に「あ

けぼの大豆」と表示し販売 

〇 － 

127 阿波尾鶏 他産地の地鶏肉を「阿波尾鶏」と表

示し販売 

〇 － 
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（３）登録生産者団体の品質管理業務係る立入検査の実施状況 

令和６年度における品質管理業務に係る立入検査は、登録生産者団体の

べ 177 団体（※）のうち、83 団体に対し立入検査を実施した。その結果、

ＧＩ法第 21 条に基づく措置命令（処分）の実績はなかったが、明細書に適

していない産品に地理的表示及びＧＩマークを付して販売したとして、同

法第３条第２項及び第４条第２項に違反した登録生産者団体を１団体検

出したことから、当該団体に対して指導を行い、改善を確認した。 

（※）１つの登録生産者団体が複数の GI 産品の登録生産者団体の場合が有る。 

 

（参照条文：（２）又は（３）に示したＧＩ法の規定（抜粋）） 

（地理的表示） 

第三条（略） 

２ ・・・何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分・・・に属する農林水産物等若

しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又は

これらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示若しく

はこれと誤認させるおそれのある表示・・・を使用してはならない。 

（登録標章） 

第四条（略） 

２ ・・・・何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用

してはならない。 

（措置命令） 

第五条 農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置  

その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

一 第三条第二項 地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 

二 前条第二項 登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消 

（措置命令） 

第二十一条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録生産者団体に対し、明細書又は生産  

行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

一 その構成員たる生産業者が、第三条第二項若しくは第四条第二項の規定に違反し、又は

第五条の規定による命令に違反したとき。 

二・三（略） 
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３．海外のＧＩ監視・不正使用への対応 

（１）日ＥＵ・ＥＰＡ及び日英ＥＰＡによるＧＩ相互保護に基づく不正使

用への対応              

  平成 31 年２月にＥＵと、令和３年１月に英国との間で協定が発効し、

相互保護を開始した。令和６年度は、新たに 32 産品が英国での保護対象

として追加され、令和７年３月末現在、日本とＥＵ、日本と英国との相互

保護産品数（農林水産品）は以下のとおり。 

・EU：EU 側 121 産品，日本側 108 産品 

・英国：英国側 59 産品，日本側 109 産品 

なお、EU 及び英国において相互保護されている日本側産品は、重複を除

くと計 111 産品 

    相互保護の枠組により、日本の保護産品について、ＥＵ又は英国で不正

表示が発見された場合、ＥＵ又は英国当局が取り締まりこれを排除するこ

ととなっている。 

 

（２）農林水産知的財産保護コンソーシアム（※）による海外監視・不正使

用への対応 

（※）農林水産知的財産保護コンソーシアムとは 

我が国のＧＩ産品を含めた農林水産物・食品の知的財産面での保護強化を図ることを

目的として、海外における産地偽装品や模倣品の調査等を実施し、その現状や対応状況

について情報を収集し、それらを共有する体制を整備するために、平成 21 年６月に設立

されたもの。 

 

令和６年度の海外調査において、19 の日本で登録されたＧＩ産品の名称

や日本で公示された農林水産物・食品の名称（以下「ＧＩ名称」という。）

及びＧＩ名称に含まれる地名（22 産品）について、日本を除く世界の主要

な 184 のインターネットショッピングサイトを検索し、不正使用が疑われ



 - 6 - 

る商品を確認した。 

このうち、13 のＧＩ名称及びこれに含まれる地名について、産地が第三

国産又はＧＩ産品の生産地以外と思われる商品が合計 1,197 件検出され、

日本のＧＩ名称を付した日本のＧＩ産品ではない疑義のある商品（以下

「日本のＧＩ産品の模倣疑義品」という。）も 697 件検出され、全件削除

申請を完了した。また、同年度の本事業において、1,197 件のうち 877 件

の削除の完了を確認した（削除率:約 73％）。このうち、日本のＧＩ産品

の模倣疑義品についても 697 件のうち 564 件の削除が確認されている（削

除率:約 81％）。 

 
（不正使用が疑われ、削除が完了した事例）  
 

〇 飛騨牛 

  

 
サイト：www.alibaba.com 生産国：フィリピン  

  

http://www.alibaba.com/
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〇 神戸牛 

 

サイト：www.tokopedia.com 生産国：オーストラリア 

 

〇夕張メロン 

 

サイト：detail.1688.com 生産国：オーストラリア 
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４．総括 

今後とも、国内外において、日本の農林水産物・食品等のブランド

を保護するため、ＧＩ法令に違反する不正な表示等について、引き続

き厳正に対処していく。 

 

(以 上) 


